
- 1 - 

総務文教委員会記録 
 

○開催日時 

令和７年９月１０日 午前１０時～午後２時８分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（９人） 

   委 員 長  山 中 真由美 

   副委員長  小 林   健 

委  員  下 園 政 喜 

   委  員  福 田 俊一郎 

   委  員  成 川 幸太郎 

委  員  坂 口 正 幸 

委  員  屋 久 弘 文 

委  員  松 野 信 作 

委  員  佐 多 貴 文 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員（８人） 

   議  員  井 上 勝 博 

   議  員  森 満   晃 

   議  員  犬 井 美 香 

   議  員  山 元   剛 

議  員  松 澤   力 

議  員  山 平 達 也 

議  員  冨 吉 雄 二 

議  員  宮 野 健 一 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   未 来 政 策 部 長  下 門 隆 嗣 

   未 来 政 策 部 次 長  石 原 勝 浩 

   未 来 政 策 部 次 長  堂 元 光 信 

   秘 書 広 報 課 長  諏訪原 智 子 

   企 画 政 策 課 長  中 俣 哲 男 

   コミュニティ課長  吉 岡 潤 樹 

   ────────────────────── 

   行 政 管 理 部 長  鬼 塚 雅 之 

     総 務 課 長  佐 潟 洋一郎 

    財 政 課 長  大 濱 浩 一 

   契 約 検 査 室 長  田 中 真 樹 

   財産マネジメント課長  村 田 真一郎 

   行 政 経 営 課 長  川 床 和 代 

   スマートデジタル戦略室長  福 山 勝 広 

   ────────────────────── 

会 計 課 長  西 元 哲 郎 

────────────────────── 

教 育 部 長  花 木   隆 

教 育 総 務 課 長  坂 上 克 久 

学 校 教 育 課 長  長 野 和 己 

■課 長 代 理  菊 池 克 彦 

社 会 教 育 課 長  有 村 慎 吾 

少年自然の家所長  南     健 

中 央 図 書 館 長  寺 田 和 一 

────────────────────── 

選挙管理委員会事務局長  上 野 卓 也 

────────────────────── 

監 査 事 務 局 長 

公平委員会事務局長 

────────────────────── 

議 会 事 務 局 長  田 代 健 一 

議 事 調 査 課 長  久 米 道 秋 

─────────────────────────────────────────

○事務局職員 

事 務 局 長   田 代 健 一 

議 事 調 査 課 長  久 米 道 秋 

議事調査担当主幹  原   浩 一 

管理調査グループ員  米 森 祐 太 

───────────────────────────────────────── 

 

 

 

吉 満 由 香 
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○審査事件等 

付  託  事  件  名 所 管 課 
議案第 ９６ 号 財産の取得について 

議案第 ９７ 号 薩摩川内市立幼稚園保育料等に関する条例の制定について 

議案第 ９８ 号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第 ９９ 号 薩摩川内市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

教 育 総 務 課 

学 校 教 育 課 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

社 会 教 育 課 

（ 中 央 公 民 館 ） 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

中 央 図 書 館 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

少 年 自 然 の 家 

（所管事務調査） 秘 書 広 報 課 

（所管事務調査） 企 画 政 策 課 

議案第 ８９ 号 財産の無償譲渡について 

議案第 ９０ 号 薩摩川内市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制

定について 

（所管事務調査） 

コ ミ ュ ニ テ ィ 課 

議案第 ９１ 号 薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

議案第 ９２ 号 薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例及び薩摩川内市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

総   務   課 

 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１２１号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

財   政   課 

（所管事務調査） 契 約 検 査 室 

議案第 ９３ 号 本庁舎受変電設備大規模改修（建築）工事請負契約の変更について 

議案第 ９４ 号 薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例及び薩摩川内

市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

財産マネジメント課 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

 

議案第 ９５ 号 薩摩川内市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

行 政 経 営 課 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

スマートデジタル 

戦 略 室 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

選 挙 管 理 委 員 会 

事 務 局 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

会  計  課 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

監 査 事 務 局 

公平委員会事務局 

議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

議 事 調 査 課 

         ───────────────────────────────────────── 

○会議の概要 

１ 付託事件及び審査結果 

⑴ 議案第 ８９ 号 財産の無償譲渡についてについて 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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⑵ 議案第_９０_号 薩摩川内市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑶ 議案第_９１_号 薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい         

て 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑷ 議案第_９２_号 薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例及び薩摩川内市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑸ 議案第_９３_号 本庁舎受変電設備大規模改修（建築）工事請負契約の変更について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑹ 議案第_９４_号 薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例及び薩摩川内市都市公園条例

の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑺ 議案第_９５_号 薩摩川内市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑻ 議案第_９６_号 財産の取得について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑼ 議案第_９７_号 薩摩川内市立幼稚園保育料等に関する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑽ 議案第_９８_号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑾ 議案第_９９_号 薩摩川内市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑿ 議案第１１２号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会付託分 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⒀ 議案第１２１号 令和７年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会付託分 

    本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

２ 所管事務の調査結果 

各課所の事務について所管事務調査を行った。なお、調査の過程において述べられた意見・要望の概要は、

次のとおりである。 

⑴ 本土圏域の公立幼稚園の統廃合については、薩摩川内市立幼稚園適正規模等基本方針に基づき事務的に進

められているような感があるが、当該幼稚園教諭の豊富な経験が、多様な子どもたちへの対応に生かされて

いるなど、公立幼稚園の存在意義も十分にあると思われることから、市としても公立幼稚園が存続できるよ

う努められたい。 

⑵ 防犯灯の設置等に係る補助制度については、維持管理を行う自治会等に属さない住民も恩恵を受けており、

公平性に課題があることから、維持管理に伴う負担の在り方を整理されたい。 

 

 

 

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

                    薩摩川内市議会総務文教委員会 

                    委 員 長  山 中 真由美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


